
４.20
2023広報しんち

発行と編集　新地町役場企画振興課　〒 979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田 30
☎ 0244-62-2112　FAX0244-62-3194　E-mail:koho@town.shinchi.lg.jp

ゴールデンウィークの業務について
　４月 29 日㈯から５月７日㈰までのうち、役場および町施設等の業務を行う日は下表のとおりです。施
設により異なりますのでご注意ください。

○・・・業務を行います。
　
　
29
日
㈯

　
　
30
日
㈰

５
月
１
日
㈪

　
　
２
日
㈫

　
　
３
日
㈬

　
　
４
日
㈭

　
　
５
日
㈮

　
　
６
日
㈯

　
　
７
日
㈰

役場町民課窓口 － － ○ ○ － － － － －

ゴールデンウィーク期間中において、出生や死亡、婚姻などの戸籍の届出は終日受け付けますが、住民票、
印鑑証明など、各種証明書の発行は開庁日のみ受付となります。

◎問い合わせ　町民課（電話：６２－２１１５）

児童館 － － ○ ○ － － － ○ －

火葬場「一里壇斎苑」 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ －

燃えるごみ収集（月・木地区） － － ○ － － ○ － － －

燃えるごみ収集（火・金地区） － － － ○ － － ○ － －

新地公民館
勤労青少年ホーム　
駒ケ嶺公民館

－ － ○ ○ － － － － －

文化交流センター ( 観海ホール ) ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○

駅前フットサル場（スマイルドーム） ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○

釣師防災緑地公園
オートキャンプ・BBQ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

しんちパンプトラック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

図書館 － ○ － ○ － － － ○ ○

総合体育館 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

日付日付
施設名施設名
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  【 募集住宅の概要 】

　
町
営
住
宅
入
居
者
募
集

　

町
で
は
、
町
営
住
宅
の
入
居
者

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

入
居
者
資
格

・
自
ら
居
住
す
る
た
め
の
住
居
を

必
要
と
し
て
い
る
方

・
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
居
る
方
（
婚

姻
の
予
約
者
も
含
む
。）

※
た
だ
し
、
60
歳
以
上
の
方
や
条

例
で
定
め
る
方
は
単
身
で
も
入
居

で
き
ま
す
。

・
世
帯
の
収
入
額
が
、
公
営
住
宅

法
で
定
め
ら
れ
た
基
準
収
入
額
以

下
で
あ
る
方
（
人
数
や
家
族
の
状

況
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。）

・
納
期
の
到
来
し
て
い
る
町
税
等

を
完
納
し
て
い
る
方

・
暴
力
団
員
で
は
な
い
方

申
込
方
法　
都
市
計
画
課
窓
口
に

備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
町
営
住
宅

入
居
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
関
係
書
類
を
添
付
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
申
込
書
類
の

返
却
は
し
ま
せ
ん
。）

募
集
期
限　
５
月
19
日
㈮

そ
の
他

・
入
居
資
格
審
査
を
行
い
、
応
募

数
が
募
集
戸
数
を
上
回
っ
た
場
合

は
、選
考
委
員
会
で
選
考
し
ま
す
。

・
入
居
の
際
は
、
町
営
住
宅
に
住

民
票
を
異
動
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◎
問
い
合
わ
せ

都
市
計
画
課　

住
宅
係

☎
６
２
―
２
１
１
３

名　　称 愛宕東町営住宅 雁小屋町営住宅 岡町営住宅
募 集 戸 数 １戸 １戸 １戸 １戸

構 造 ＰＣ造３階建 木造平屋建 木造２階建 木造平屋建

間 取 り 3 ＬＤＫ ３ＤＫ ３ＬＤＫ ２ＤＫ

家 賃 28,000 円～ 41,700 円 23,400 円～ 34,900 円 25,700 円～
38,200 円

17,700 円～
26,300 円

駐 車 場 １台目 1,500 円 / 月

名　　称 高見原町営住宅 中里町営住宅 愛宕町営住宅
募 集 戸 数 ２戸 １戸 1 戸 １戸
構 造 木造２階建 木造２階建 木造２階建 木造平屋建
間 取 り ３ＬＤＫ ３ＬＤＫ ３ＤＫ ２ＤＫ

家 賃 17,000 円～ 25,400 円 20,800 円～ 31,000 円 23,500 円～
35,100 円

16,500 円～
24,600 円

駐 車 場 １台目 1,500 円 / 月・２台目 1,400 円 / 月

名　　称 駒ケ嶺駅前町営住宅 新林町営住宅 小川町営住宅
募 集 戸 数 ２戸 １戸 ３戸

構 造 木造２階建 木造２階建 鉄筋コンクリート造５階建

間 取 り 3 ＬＤＫ 3 ＬＤＫ ３ＤＫ

家 賃 21,400 円～ 31,800 円 16,600 円～ 24,800 円 14,000 円～ 20,900 円

駐 車 場 １台目 1,400 円 / 月 １台目 1,400 円 / 月 民間駐車場

敷金 ３か月分の家賃に相当する金額（入居時）

連帯保証人 入居される方と同程度以上の収入を有する方　２名

その他

※家賃は入居者全員の収入、部屋の広さ、立地条件等から算出
　し、毎年収入などに応じて改定します。
※自治会の諸活動に対しては積極的にご協力をお願いします。
※ペット（犬、ネコ、鳥類等）の飼育は禁止とします。

※新林町営住宅、高見原町営住宅は浴槽、風呂釜がありませんので入居者各自で費用を負担し、設置し
　ていただくことになります。
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会
計
年
度
任
用
職
員    

    

保
育
士
募
集

　

町
で
は
、
令
和
５
年
６
月
１
日

か
ら
任
用
す
る
会
計
年
度
任
用
職

員
（
保
育
士
）
を
募
集
し
ま
す
。

令
和
５
年
度
所
得
・　

　

課
税
証
明
書
の
発
行
開

　
始
日
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
度
所
得
・
課
税
証
明

書
は
、
令
和
４
年
１
月
か
ら
12
月

分
の
所
得
に
基
づ
い
て
算
定
し
た

﹁
町
・
県
民
税
の
課
税
額
﹂
が
記

載
さ
れ
た
証
明
書
で
す
。

　

町
・
県
民
税
の
納
付
方
法
に
よ

り
、
証
明
書
の
発
行
日
が
異
な
り

ま
す
。

発
行
開
始
日

①
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）
で

町
・
県
民
税
を
納
め
る
方

︻
５
月
15
日
㈪
か
ら
︼

②
①
以
外
の
方　
　
　

︻
６
月
15
日
㈭
か
ら
︼

注
意
事
項

　

所
得
・
課
税
証
明
書
は
、
証
明

す
る
年
度
の
１
月
１
日
に
住
民
登

録
を
し
て
い
た
市
町
村
で
交
付
し

ま
す
。（
令
和
５
年
度
の
場
合
は
、

令
和
５
年
１
月
１
日
）

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課　

税
務
係

☎
６
２
―
２
１
１
９

募
集
職
種

保
育
士
（
週
５
、
月
～
土
の
７
～

19
時
の
間
の
７
時
間
）

応
募
資
格　

保
育
士

（
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
方
）

給
与

保
育
士
（
日
額
７
︐
１
５
４
円
～

７
︐
４
４
８
円
）

※
そ
の
他
通
勤
手
当
、
期
末
手
当

等
あ
り

休
暇　
年
次
有
給
休
暇
、
病
気
休

暇
等

社
会
保
険

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
、
雇

用
保
険
の
適
用

服
務

地
方
公
務
員
法
の
﹁
分
限
・
懲
戒
﹂

と
﹁
服
務
﹂
の
各
規
程
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

勤
務
場
所　
町
内
各
保
育
所

採
用
人
数　
若
干
名

任
用
期
間　
令
和
５
年
６
月
１
日

～
令
和
６
年
３
月
31
日
の
期
間
内

（
条
件
付
き
で
更
新
あ
り
）

選
考
方
法　
書
類
審
査
、
面
接
試

験
（
面
接
日
は
書
類
審
査
後
に
直

接
通
知
し
ま
す
）

募
集
受
付
期
限

５
月
10
日
㈬
必
着

選
考
方
法　
書
類
審
査
、
面
接
試

験
等
（
面
接
日
は
書
類
審
査
後
に

直
接
通
知
し
ま
す
）

申
込
手
続　
役
場
町
民
課
で
交
付

す
る
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
資
格
証
の
写
し
を
添
付
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

※
郵
便
で
申
込
用
紙
を
請
求
す
る

場
合
は
、
封
筒
の
表
に
﹁
新
地
町

会
計
年
度
任
用
職
員
申
込
用
紙
請

求
﹂
と
朱
書
き
し
、
１
２
０
円
切

手
を
貼
っ
た
宛
名
明
記
の
定
型
外

返
信
用
封
筒
（
角
型
２
号
）
を
必

ず
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

子
育
て
支
援
係

☎
６
２
―
２
１
１
６

新
地
町
道
・
河
川
等

　

草
刈
機
械
貸
出
事
業

　

に
つ
い
て

　

町
で
は
、
道
路
・
河
川
等
の
愛

護
活
動
（
草
刈
、
清
掃
、
美
化
）

を
支
援
す
る
た
め
草
刈
機
械
を
貸

出
し
ま
す
。

貸
出
機
械

自
走
式
斜
面
草
刈
機　
　

５
台

ハ
ン
マ
ー
ナ
イ
フ
モ
ア　

１
台

貸
出
対
象
者

　

町
内
に
お
い
て
自
主
的
に
道
路

お
よ
び
河
川
等
の
維
持
管
理
を
行

う
団
体
や
個
人

費
用　
無
料

貸
出
期
間　
原
則
３
日
以
内

貸
出
・
返
却
日

平
日
（
９
時
～
17
時
）

※
土
日
に
使
用
す
る
場
合
は
月
曜

日
の
返
却
と
な
り
ま
す
。

手
続
き

・
貸
出
を
希
望
す
る
７
日
前
ま
で

に
申
請
書
を
建
設
課
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

・
作
業
終
了
後
は
、
実
績
報
告
書
、

写
真
（
作
業
前
・
作
業
後
）
を
建

設
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

・
機
械
を
使
用
す
る
際
は
適
切
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
使
用
後
、
機
械
を
清
掃
し
て
不

具
合
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

・
万
が
一
、
事
故
が
生
じ
た
場
合

は
、
そ
の
事
故
及
び
対
処
内
容
に

つ
い
て
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

・
事
故
の
責
任
は
使
用
者
が
負
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
注
意
し
て
安

全
な
使
用
を
心
掛
け
て
く
だ
さ

い
。

◎
申
請
・
問
い
合
わ
せ

建
設
課　

建
設
係

☎
６
２
―
２
１
１
４

▲ハンマーナイフモア ▲自走式斜面草刈機
※斜面使用不可
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令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

　

 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
特
別
徴
収
（
仮
徴
収
）
の
お
知
ら
せ

　　

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
納
付
方
法
が
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
の
方
は
、
４

月
よ
り
仮
徴
収
し
ま
す
。

　

保
険
税
（
料
）
は
、
前
年
分
の

所
得
等
に
基
づ
い
て
算
定
し
ま
す

が
、
４
月
時
点
で
は
、
前
年
分
の

所
得
等
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
、
令
和
５
年
度
の
保
険

税
（
料
）
額
の
確
定
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

そ
こ
で
、
特
別
徴
収
の
方
は
、

令
和
５
年
度
の
保
険
税
（
料
）
額

が
確
定
す
る
ま
で
の
間
（
4
月
、

６
月
、
８
月
徴
収
分
）
は
、
仮
徴

収
と
し
て
2
月
の
保
険
税
（
料
）

と
同
じ
額
を
年
金
か
ら
天
引
き
し

ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課　

税
務
係

☎
６
２
―
２
１
１
９

健
康
福
祉
課　

保
険
係

☎
６
２
―
２
９
３
１

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
夜
間
・
休
日
窓
口
の

　
開
設
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
夜
間

窓
口
お
よ
び
休
日
窓
口
を
開
設
し

ま
す
の
で
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

※
事
前
予
約
制

夜
間
窓
口
開
設
日

５
月
10
日
㈬
、
17
日
㈬
、

24
日
㈬
、
31
日
㈬
、

17
時
30
分
～
19
時　

※
最
終
受
付
時
間
は
18
時
45
分 

　

ま
で

休
日
窓
口
開
設
日

５
月
14
日
㈰　

９
時
～
15
時　

場
所　
役
場
１
階
町
民
課
窓
口

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

町
民
係

☎
６
２
―
２
１
１
５

　
参
加
者
募
集
！

　

体
力
・
運
動
能
力
調
査

　
を
行
い
ま
す

　

ス
ポ
ー
ツ
庁
は
、
国
民
の
体

力
・
運
動
能
力
の
現
状
を
把
握
す

る
た
め
、
昭
和
39
年
度
よ
り
毎
年

調
査
を
実
施
し
、
体
育
・
ス
ポ
ー

ツ
活
動
の
資
料
と
行
政
上
の
基
礎

資
料
と
し
て
広
く
活
用
し
て
い
ま

す
。

　

今
年
度
は
本
町
が
対
象
と
な

り
、
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
自
分
の
体
力
・

運
動
能
力
を
把
握
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

　

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
５
月
20
日
㈯　

９
時
30
分
集
合
、
測
定
開
始

場
所　
新
地
町
総
合
体
育
館

参
加
費　
無
料

持
参
物　
タ
オ
ル
、
動
き
や
す
い

服
装
、
室
内
用
シ
ュ
ー
ズ
、
飲
み

物調
査
対
象

成
年　

（
20
歳
～
64
歳
の
男
女
）

高
齢
者
（
65
歳
～
79
歳
の
男
女
）

調
査
項
目

成
年
（
握
力
、
上
体
起
こ
し
、
長

座
体
前
屈
、
反
復
横
と
び
、
20
ｍ

シ
ャ
ト
ル
ラ
ン
、
立
ち
幅
と
び
）

高
齢
者
（
握
力
、
上
体
起
こ
し
、

長
座
体
前
屈
、
開
眼
片
足
立
ち
、

10
メ
ー
ト
ル
障
害
物
歩
行
、
６
分

間
歩
行
）

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

教
育
総
務
課　

生
涯
学
習
係
（
新
地
公
民
館
）

☎
６
２
―
２
０
８
５

年金支払月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月
徴収（天引き）額 11,000円 11,000円 11,000円 12,000円 12,000円 12,000円

４月の時点では、その年の国民健康保険税がまだ決定していな
いため、４月、６月、８月は仮徴収として、前年度の２月と同
じ額を差引します。

仮徴収 本徴収
年金支払月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

徴収（天引き）額 12,000円 12,000円 12,000円 13,000円 13,000円 13,000円

所得、課税状況をもとに、年間の保険税（料）額の
本決定をします。年額から仮徴収した後の残りの額
を10月、12月、２月から差し引きます。

特別徴収（年金天引き）の仕組み(例)
令和４年度

令和５年度
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　釣師防災緑地公園内に「ドッグラン」オープン！
　「ドッグラン」は、飼い犬のリードをはずし、自由に走らせたり遊ばせたり、犬とふれあい一緒
に楽しむことができる専用の広場です。
　約 500㎡の敷地を 2 つのエリア「小型犬用」と「中・大型犬用」に分けており、安心してご利
用いただけます。なお、オープン初日の 29 日㈯と 30 日㈰の２日間（※）は、施設を無料開放い
たします。
※無料開放の 2 日間も公園パークセンターで利用受付が必要になります。
※混雑が予想されるため、利用時間は１組１時間以内とさせていただきます。

【 開 園 日 】 令和５年４月 29 日㈯
【利用方法】　利用前に釣師防災緑地公園パークセンターにて受付（利用許可申請）
【利用時間】　10 時～ 16 時まで（９時 30 分から受付）
　　　　　　 （休場日：毎週火曜日、年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日）

【利用料金】　１頭につき３００円
　　　　　　 （半日単位：10 時～ 13 時、13 時～ 16 時）

◎問い合わせ　建設課　復興推進室計画係　（電話：０２４４―６２―２１１４）

しあわせ金婚夫婦表彰申込受付中
福島県老人クラブ連合会と福島民報社では、今年めでたく金婚式を迎えるご夫婦に対し、

９月に行う新地町敬老会の席上で表彰を行い、記念品を贈ります。
　該当するご夫婦は、各地区の老人クラブまたは新地町社会福祉協議会へ申し込みください。
※老人クラブ会員以外の方も受付しています。また、昨年該当していた方で、申し込みを忘
　れた方も対象となります。
対象となる夫婦
昭和 48 年１月１日から同年 12 月 31 日までに結婚した夫婦
申込用紙 各地区老人クラブ、社会福祉協議会に用意してあ
　　　　　ります。
申込期限 ６月 30 日㈮

◎申込・問い合わせ 新地町社会福祉協議会　（電話：６２―４２１３）

昭和 48 年１月１日から同年 12 月 31 日までに結婚した夫婦
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パンプトラックパンプトラック
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パークセンターパークセンター
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▲▲

▲▲

濁川濁川
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至役場至役場
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至釣師浜漁港至釣師浜漁港

至釣師浜海水浴場至釣師浜海水浴場



自家消費野菜等の放射性物質測定結果について
３月測定分

３月の放射性物質測定の申込はありませんでした。

　※町では自家消費野菜等の放射性物質測定を
　　行っています。検査を希望される方は事前
　　の予約が必要となりますので、問い合わせ
　　先へ連絡ください。
持込方法

・検査物は 500g 以上必要です。
・検査物を細かくする（みじん切り）

◎予約・問い合わせ
　農林水産課　農林水産係
　（電話：６２―２１９４）

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数について

捕獲数（頭）

３月捕獲数 ７

令和４年度累計捕獲数 43

　町では、農作物等鳥獣被害対策として、イノ
シシの捕獲活動を実施しています。有害鳥獣捕
獲隊の活動にご理解ご協力をお願いいたします。
　また、事故防止のため、捕獲用の箱罠等には
近づかないようにお願いします。

◎問い合わせ　農林水産課　農林水産係
（電話：６２―２１９４）

交通事故相談
   ５月２日㈫　

９時～ 17 時　役場１０１相談室

行政相談
５月 10 日㈬　

９時 30 分～ 11 時 30 分　保健センター

心配ごと相談
５月１日㈪ ・10 日㈬ ・22 日㈪

９時 30 分～ 11 時 30 分 　保健センター

無料法律相談所（電話相談）
　町では、弁護士による電話無料法律相談所を
開設します。
　事前の予約が必要となりますので、問い合わ
せ先へご連絡ください。
開設日　５月 16 日㈫
場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
相談内容　生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎予約・問い合わせ
町民課　生活環境係（電話：６２―２１１６）
福島県弁護士会相馬支部（電話：３６―４７８９）

５月

休日在宅当番医
   ３日㈬　相馬中央病院

（相馬市）　☎３６- ６６１１
   ４日㈭　八巻クリニック

（相馬市）　☎３７- ７１１７
   ５日㈮　菅野医院

（新地町）　☎６３- ２３８８
   ７日㈰　菜のはなこどもクリニック

（相馬市）　☎３６- ８７３９     
 14 日㈰　早川医院

（相馬市）　☎３７- ３５００
 21 日㈰　わたなべ胃腸内科

（相馬市）　☎２６- ５０６１
 28 日㈰　阿部クリニック

（相馬市）　☎３５- ２５５３
診療時間　９時～ 16 時

乗り合いタクシー乗り合いタクシー
しんちゃんしんちゃんＧＯの運行についてＧＯの運行について
（ゴールデンウィークの運行期間）

４月 29 日㈯～５月７日㈰のうち
平日の５月１日㈪と５月２日㈫のみ

運行します

◎問い合わせ
　「新地町のりあいタクシー」
　情報センター　（電話：６３―２３３８）

休日在宅当番歯科医
   ３日㈬　相馬中央病院（歯科）

（相馬市）　☎３６- ６６１１
   ４日㈭　竹林歯科医院

（原町区）　☎２４- ６０６０
   ５日㈮　新開歯科医院

（相馬市）　☎３６- ３２１４
   ７日㈰　松本歯科医院

（原町区）　☎２４- １６８７     
 14 日㈰　山本歯科医院

（相馬市）　☎３５- ２８５３
 21 日㈰　森岡歯科医院

（原町区）　☎２４- ０８１４
 28 日㈰　わたなべ歯科クリニック

（相馬市）　☎３６- ２３４５
診療時間　９時～ 16 時


